
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略） （前 略）
（労働条件の明示） （労働条件の明示）

第９条 有期雇用教職員の採用に当たっては、採用 第９条
予定者に対し、次の各号に掲げる事項を明示する。 （同 左）
(1)・(2) （略） (1)・(2)
(3) 契約期間及び更新に関する事項 (3) 契約期間及び更新（更新する場合の基準を含

む。）に関する事項
(4)～(10) （略） (4)～(10)

２ 明示は、前項第1号から第5号までに掲げるもの ２
（同 左）

については文書を交付して、その他については口
頭で行う。
（中 略）
附 則（平成２２年達示第１２号） 附 則（平成２２年達示第１２号）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。１
ただし、改正後の第５４条第２項及び別表第８の
規定は、平成２２年６月３０日から施行する。

２ 改正後の別表第２及び別表第３の規定にかかわ ２ （同 左）
らずこれらの表に掲げる教職員の雇用年齢上限に
ついては次の表の左欄に掲げる生年月日の区分に
応じ同表の右欄に掲げる雇用年齢上限とする。

生年月日 雇用年齢上限 生年月日 雇用年齢上限

昭和２２年４月１日 満６３歳 昭和２２年４月１日 満６３歳

以前 （ただし、大学が特に認めた場合 以前 （ただし、大学が特に認めた場合（労

は、この限りでない。） 働契約法（平成１９年法律第１２８

号）第１８条の規定により、期間の

定めのない労働契約に転換した場合

（以下「無期転換した場合」という。）

を除く。）は、この限りでない。）

昭和２２年４月２日 満６４歳 昭和２２年４月２日 満６４歳

から昭和２４年４月 （ただし、大学が特に認めた場合 から昭和２４年４月 （ただし、大学が特に認めた場合（無

１日まで は、この限りでない。） １日まで 期転換した場合を除く。）は、この

限りでない。）

附 則
この規則は、平成２５年４月１日から施行する。



改 正 前 改 正 後

（中 略）
別表第２ 別表第２

職名 資格・ 職務内容 雇用年齢 その他 職名 資格・ 職務内容 雇用年齢 そ の 他
職務能力 上限 の事項 職務能力 上限 の事項

寄附講座 満 65歳 寄附講座 満 65歳
教員 (ただし、 教員 (ただし、
寄附研究 大学が特に 寄附研究 大学が特に
部門教員 認めた場合 部門教員 認めた場合

は、この限 （無期転換
りでない。) した場合を

除く。）は、
この限りで
ない。)

共同研究 共同研究
講座教員 （略） （略） 講座教員 （同 左） (同左)
共同研究 共同研究
部門教員 部門教員

研究員 研究員

(必要に応 (必要に応

じて総長の じて総長の

定めるとこ 定めるとこ

ろにより名 ろにより名

称を付記す 称を付記す

ることがで ることがで

きる。 きる

別表第３ 別表第３
職名 資格・職 職務内容 雇用年齢上 その 他 職名 資格・職務 職務内容 雇用年齢上 そ の 他

務能力 限 の事項 能力 限 の事項

医員 満 65歳 医員 満 65歳
(ただし、 (ただし、

大学が特に 大学が特に

認めた場合 認めた場合

は、この限 （無期転換

りでない。) した場合を

除く。）は、

医員(研修 医員(研修 この限りで

医) 医) ない。)

法科大学 （略） （略） 法科大学 （同 左） (同左)

院特別教 院特別教

授 授

法科大学 法科大学

院特別准 院特別准

教授 教授

専門職大 専門職大

学院特別 学院特別

教授 教授

専門職大 専門職大

学院特別 学院特別

准教授 准教授

（後 略）


